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【手続補正書】
【提出日】令和3年8月12日(2021.8.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明に応じ、切断ナイフと該切断ナイフに対して相対的に可動な試料ヘッドを含むミ
クロトーム及びミクロトームの試料ヘッドを目標位置に位置決めする方法であって、夫々
独立請求項の特徴を有するものが提案される。
　即ち、本発明の第１の視点により、切断ナイフと、該切断ナイフに対し相対的に可動な
試料ヘッドを含む、ミクロトームが提供される。該ミクロトームは、
　前記試料ヘッドの電動運動のための電気駆動装置と、
　目標位置における前記試料ヘッドの存在を検出するためのセンサと、
　前記電気駆動装置を制御するための及び前記センサの信号を処理するための制御装置
　を含み、
　前記制御装置は、前記試料ヘッドを動かすように及び前記目標位置における前記試料ヘ
ッドの存在の検出に応答して前記試料ヘッドを停止させるように前記電気駆動装置を制御
するよう構成されていることを特徴とする（形態１）。
　更に、本発明の第２の視点により、ミクロトームの試料ヘッドを目標位置に位置決めす
る方法が提供される。該方法において、
　前記試料ヘッドは、電気駆動装置によって、前記ミクロトームの切断ナイフに対して相
対的に動かされ、
　前記試料ヘッドが前記目標位置に存在することがセンサによって検出されると、前記試
料ヘッドは停止されること、を特徴とする（形態１０）。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　有利な実施形態は従属請求項及び以下の説明の対象である。
　ここに、本発明の好ましい形態を示す。
（形態１）上記本発明の第１の視点参照。
（形態２）形態１のミクロトームは、前記試料ヘッドを手動で動かすために、機械式ドラ
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イブトレインを介して前記試料ヘッドに結合されているハンドホイールを備えることが好
ましい。
（形態３）形態２のミクロトームにおいて、前記センサは前記ハンドホイールの位置を検
出するよう構成されていることが好ましい。
（形態４）形態３のミクロトームにおいて、前記センサは回転角センサであることが好ま
しい。
（形態５）形態２～４の何れかのミクロトームにおいて、前記機械式ドライブトレインは
クランク機構を含むことが好ましい。
（形態６）形態５のミクロトームにおいて、前記センサは前記クランク機構の死点位置を
検出するよう構成されていることが好ましい。
（形態７）形態１～６の何れかのミクロトームにおいて、ミクロトームは、前記目標位置
の前方の位置に前記試料ヘッドの存在を検出するための更なるセンサを備えることが好ま
しい。
（形態８）形態７のミクロトームにおいて、前記制御装置は、最初に第一速度で前記試料
ヘッドを動かし、前記目標位置の前方の前記位置における前記試料ヘッドの存在の検出に
応答して、前記第一速度より遅い第二速度で前記試料ヘッドを動かすように前記電気駆動
装置を制御するよう構成されていることが好ましい。
（形態９）形態１～８の何れかのミクロトームにおいて、前記制御装置は、前記試料ヘッ
ドの停止後に、１つまたは複数の機能を実行するように構成されていることが好ましい。
（形態１０）上記本発明の第２の視点参照。
（形態１１）形態１０の方法において、機械式ドライブトレインを介して前記試料ヘッド
に結合されているハンドホイールの位置は前記センサによって検出されることが好ましい
。
（形態１２）形態１１の方法において、クランク機構として構成された前記機械式ドライ
ブトレインの死点位置が検出されることが好ましい。
（形態１３）形態１０～１２の何れかの方法において、前記試料ヘッドは、前記電気駆動
装置によって、前記ミクロトームの前記切断ナイフに対して相対的に、最初に第一速度で
動かされ、次に、前記目標位置へ接近する際、前記第一速度より遅い第二速度で動かされ
ることが好ましい。
（形態１４）形態１０～１３の何れかの方法において、前記試料ヘッドの停止後、１つま
たは複数の機能が、特に前記試料ヘッドに存在する試料の撮像が、作動されることが好ま
しい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　ここに、本発明の可能な態様を付記する。
［付記１］切断ナイフと、該切断ナイフに対し相対的に可動な試料ヘッドを含む、ミクロ
トーム。
　該ミクロトームは、
　前記試料ヘッドの電動運動のための電気駆動装置と、
　目標位置における前記試料ヘッドの存在を検出するためのセンサと、
　前記電気駆動装置を制御するための及び前記センサの信号を処理するための制御装置
　を含む。
　前記制御装置は、前記試料ヘッドを動かすように及び前記目標位置における前記試料ヘ
ッドの存在の検出に応答して前記試料ヘッドを停止させるように前記電気駆動装置を制御
するよう構成されている。
［付記２］上記のミクロトームは、前記試料ヘッドを手動で動かすために、機械式ドライ
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ブトレインを介して前記試料ヘッドに結合されているハンドホイールを備える。
［付記３］上記のミクロトームにおいて、前記センサは前記ハンドホイールの位置を検出
するよう構成されている。
［付記４］上記のミクロトームにおいて、前記センサは回転角センサである。
［付記５］上記のミクロトームにおいて、前記機械式ドライブトレインはクランク機構を
含む。
［付記６］上記のミクロトームにおいて、前記センサは前記クランク機構の死点位置を検
出するよう構成されている。
［付記７］上記のミクロトームにおいて、ミクロトームは、前記目標位置の前方の位置に
前記試料ヘッドの存在を検出するための更なるセンサを備える。
［付記８］上記のミクロトームにおいて、前記制御装置は、最初に第一速度で前記試料ヘ
ッドを動かし、前記目標位置の前方の前記位置における前記試料ヘッドの存在の検出に応
答して、前記第一速度より遅い第二速度で前記試料ヘッドを動かすように前記電気駆動装
置を制御するよう構成されている。
［付記９］上記のミクロトームにおいて、前記制御装置は、前記試料ヘッドの停止後に、
１つまたは複数の機能を実行するように構成されている。
［付記１０］ミクロトームの試料ヘッドを目標位置に位置決めする方法。
　前記試料ヘッドは、電気駆動装置によって、前記ミクロトームの切断ナイフに対して相
対的に動かされる。
　前記試料ヘッドが前記目標位置に存在することがセンサによって検出されると、前記試
料ヘッドは停止される。
［付記１１］上記の方法において、機械式ドライブトレインを介して前記試料ヘッドに結
合されているハンドホイールの位置は前記センサによって検出される。
［付記１２］上記の方法において、クランク機構として構成された前記機械式ドライブト
レインの死点位置が検出される。
［付記１３］上記の方法において、前記試料ヘッドは、前記電気駆動装置によって、前記
ミクロトームの前記切断ナイフに対して相対的に、最初に第一速度で動かされ、次に、前
記目標位置へ接近する際、前記第一速度より遅い第二速度で動かされる。
［付記１４］上記の方法において、前記試料ヘッドの停止後、１つまたは複数の機能が、
特に前記試料ヘッドに存在する試料の撮像が、作動される。
　本発明は、一実施形態に基づいて図面に概略的に記載されているが、以下に図面を参照
して詳細に説明される。
　なお、特許請求の範囲に付記した図面参照符号は専ら発明の理解を助けるためのもので
あり、本発明を図示の態様に限定することは意図しない。
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